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行った（補論図表）15。その結果、輸出は増加し、ＧＤＰもある程度は伸びる

ものの、物価が上昇することから、民間消費はほとんど伸びないという結果と

なった。 

 

補論図表 20 円の円安が進んだ場合の我が国経済への影響（試算） 

 
（注）"p"はポイントの略。数字は、為替レート（対ドル）が 20円 

円安となった場合（Ｂ、金額）とそうでない場合（Ａ、金額） 
とのかい離率（＝(Ｂ－Ａ)/Ａ×100）。 

（出所）筆者試算による 

 

ただし、近年では、円安による輸入額の増加に伴う弊害の方に注目が集まる

傾向が見られており、我が国経済に対する円安の影響の方向性については一考

の余地がある。マクロモデルの性格上、経済データの相互間の関係や影響度合

いについては、過去の実績値から算出された値となっていることから、生産拠

点の海外進出など比較的新しい時点の事情は十分に反映されていない可能性が

ある。そうした効果を加味したならば、輸出増を含めたＧＤＰの押上げ効果は

輸入増によるマイナス効果に打ち消され、トータルで見たＧＤＰや民間消費へ

の効果がマイナスに転じる可能性があると思われる。 

 

（内線 75035） 

 
15 なお、試算はマクロモデルによるものであり、結果は幅を持って見る必要がある。 

１年目 ２年目

実質ＧＤＰ 0.4％p　　 0.9％p　　

実質消費 0.0％p　　 0.1％p　　

実質輸出 2.2％p　　 4.3％p　　

ＣＰＩ 0.1％p　　 0.5％p　　

前提 対ドルレート 20円円安
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空空きき家家のの発発生生要要因因とと対対策策  
 

 

 

総務省「令和５年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計（確報集計）

結果」（令和６年９月25日）によると、令和５年10月１日現在、空き家数は過去最多

の900万２千戸であり、総住宅数に占める空き家の割合（空き家率）も13.8％と、５

年前の「平成30年住宅・土地統計調査」から0.2ポイント上昇し過去最高となった。

空き家は賃貸用の空き家、売却用の空き家、二次的住宅、賃貸・売却用及び二次的住

宅を除く空き家（用途が定められていない空き家）から成るが、賃貸用の空き家が全

体の49.3％、賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家が全体の42.8％と、両者で全

体の 92.1％を占める。総住宅数に占める賃貸用の空き家の割合は、6.8％で５年前よ

り0.1ポイント低下したが、戸数では10万９千戸増加している。また、総住宅数に占

める賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家の割合は 5.9％で５年前より 0.3 ポイ

ント上昇し、戸数も36万９千戸増加している。                    

空き家においては、管理が不十分になりがちな賃貸・売却用及び二次的住宅を除く

空き家が防犯、防火、防災、環境衛生等の観点から特に問題とされてきた。加えて、

空き家の半分を占め、調査のたびにその戸数を増やしている賃貸用の空き家も、長年

空き家として放置されれば管理も不十分になって、同様の問題が生じる懸念があり、

その増加を心配する見解も出てきている。そこで賃貸・売却用 

及び二次的住宅を除く空き家と賃貸用の空き家について、発生 

する要因と求められる対策について見てゆきたい。 

 

（賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家の発生要因と対策） 

賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家の空き家率の高い

都道府県は順に、図表１のとおりである。空き家率と65歳以上

世帯員の単独世帯（高齢単独世帯）の割合には関係があるとさ

れる。そこで、総務省「令和２年国勢調査 人口等基本集計」

に基づく各都道府県の世帯数に占める高齢単独世帯の割合を見

ると、高い順に、高知県（17.8％）、鹿児島県（16.4％）、和歌

山県（16.4％）、山口県（15.8％）、長崎県（15.1％）、宮崎県

（15.1％）、愛媛県（15.0％）等であり、賃貸・売却用及び二次

的住宅を除く空き家の空き家率と高齢単独世帯の割合には一定

の関連性が確認できるものと考えられる。 

また、国土交通省は空き家の発生要件として実家の相続や一 
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人暮らしの親の施設入居を挙げているが1、高齢単独世帯の割合が高い地域で、空き家

率が高い傾向を示していることは、これらが空き家の発生要因の中でも主要なもので

あることを改めて裏付けていると言える。ここから考えられる空き家対策として、今

ある空き家の活用や除却に加え、空き家予備軍ともいえる高齢単独世帯が所有し居住

する家屋について、世帯主が健康なうちに相続予定の関係者等と相談し、家屋の将来

を決める予防対策により空き家の発生を事前に抑制していくことが極めて重要である。 

 

（賃貸用の空き家の発生要因と対策） 

  前述のとおり賃貸用の空き家は増加しているが、その要因として、賃貸住宅の供給

過剰を挙げる見解もある。そこで国土交通省「建築着工統計調査 住宅着工統計」を

見ると、「平成30年住宅・土地統計調査」後の最近５年間の新設住宅着工戸数の推移

は図表２のとおりである。新型コロナウイルス感染症の影響のなかった令和元年と５

年を比べると、総計の着工戸数が１割程度、持家の着工戸数が２割以上減少している

一方、貸家の着工戸数はほぼ変わっておらず、このような貸家の着工の堅調な推移が

賃貸用の空き家の増加につながっている可能性もあるものと思われる。 

  このように賃

貸用の空き家が

増加する一方で、

賃貸住宅に居住

する高齢単独世

帯は今後ますま

す増加すること

が予想されてい

る。しかしながら、高齢者など住宅の確保に配慮を要する者（住宅確保要配慮者）の

入居に対して拒否感を有する賃貸人が数多く存在している。第213回国会（令和６年

常会）で成立した「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等

一部改正法」では民間賃貸住宅のストックを賃貸人が住宅確保要配慮者に対し安心し

て供給できるようにする等の制度改正が行われた。賃貸用の空き家対策の観点からも、

同法の的確な運用等と相まって、今後増加の予想される住宅確保要配慮者の適切な賃

貸住宅の確保に向けた取組が期待される。 
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